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２Ｈ２６ 

日本の国際出願に関する調査：特に自己指定等について 
 

○正井 純子（株式会社フジクラ） 

 
  

はじめに 
国際出願の出願件数は、２００６年以降アジア

勢の増加が目立つ。特に、中国及び韓国の増加が

著しい。日本も外国出願は、国際出願を選択する

傾向が強まり、全ての外国出願を、国際出願する

出願人もいる、と言われている。 
その日本では、国際出願をいわゆる自己指定し

た（以下、自己指定した国際出願という。）場合、

国内優先権主張出願として取扱われる(PCT8 条

(2)､特許法４１条､１８４条の１５)。 
すると、優先日から 1 年 6 月の時点で、国際公

開はされるが、原則出願公開は行われない(特 184
条の 9 第４項、優先日から約 3 年経過後､再公表･

公表公報が発行される｡)。これは直接国際出願の

後、日本国へ移行するケースも、同様である。 
現在、これら自己指定した国際出願は、再公

表・公表公報を検索することが多い。しかし、発

明の重要性の点からは、より早期に確認すること

が望まれる。そこで、これら国際出願の動きやそ

の特徴を検討する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【内容】 
１．主要国の国際出願の推移 

2006～2010 年の上位５カ国の国際出願の推移

を示した(表１、図１)。日本の国際出願は、２０

１０年が２００６年と比較して、約２０％増加し

ている。 
 次に中国は、２０１０年が２００６年の３倍、

そして韓国は、２０１０年が２００６年の１．５

倍に増加している。アジア諸国の積極的な姿勢が、

明らかになっている。一方米国とドイツは、２０

０８年頃から減少に転じており、アジア諸国とは

対照的な動きを示している。 
 
 
 

【表１】2006～2010 年の国際出願数の上位５カ国 
 国 2006 2007 2008 2009 2010 

1 US 51280 54043 51637 45618 44855

2 ＪＰ 27025 27743 28760 29802 32156

3 DE 16736 17821 18855 16797 17171

4 ＣＮ 3942 5455 6120 7900 12337

5 ＫＲ 5945 7064 7899 8035 9686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【図１】表 1 データの推移のグラフ 
（http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0
004.html#annex1から作成。） 

 
２．日本の国際出願の動き 
 まず、日本出願に対する国際出願の動きを、概

観する。 
 
２－１.日本出願を基礎とした国際出願 
 日本国を受理官庁とする国際出願は、日本出願

を基礎とするものがほとんどである。最初に、日

本出願を基礎とした国際出願数とその割合を調

べた(表２)。 
例えば、２００４年の日本出願を基礎とした国

際出願は２３３４２件であった。そして、その年

の日本出願数(423081 件)に対する割合は、５．

５％となる。同様に２００７年、２００９年は下

記の通りであった（表２）。 
 

 【表２】日本出願に対する国際出願数とその割合 
日本の出願年 2004 2007 2009 

日本の出願 423081 396291 348596

日本出願を基礎と

する国際出願 

23342 26424 24092 

日本出願に対する

国際出願の割合 

5.5% 6.7% 6.9% 

国際出願の上位国件数推移
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(検索方法は、下記２.－２.－２．（２）に基づく。) 
 

以上のように、日本出願を基礎とした国際出願は、

約２万件／年が出願され、日本出願に対する割合

が６～７％程度であった。この割合は、徐々に増

加(表２)しており、日本の国内出願数が減少する

一方で、国際出願を重視する傾向が示されている。 
 

２－２．自己指定した国際出願 

通常国際公開では、自己指定の有無を判別でき

ない。そこで、自己指定の動きの把握を目的とし、

自己指定した国際出願について調べる。 
まず、日本出願を基礎として国際出願をする場

合、日本国への出願の方法は、次の 2通りである。 
(i)自己指定する。 
(ii)自己指定はせずに、別途国内優先出願をする。 

 今回は、(i)の自己指定した国際出願の動きを、

調べる。 
 
２－２－１．自己指定の定義 
 自己指定とは、基礎の国内出願に基づき、パリ

優先権主張した国際出願である（ＰＣＴ８条(2)）。

日本出願を基礎とした国際出願が、日本国の指定

を取り下げなければ、自己指定となり、国内優先

権主張出願として取扱われる(特許法４１条、１

８４条の１５)。 
 

２－２－２．自己指定した国際出願の調査 

 

（１）データベースと検索項目 

現在の国際出願は、全指定の取扱いになった関

係で、国際公開された出願は、自己指定の有無両

方の出願が含まれている。そこで、基礎出願国へ

の移行により自己指定した、と判断することにす

る。 

検索には、指定国への移行情報を有するデータ

ベースとして、ｐａｔｅｎｔｓｃｏｐｅ○Ｒ(ＷＩ

ＰＯ提供)*を用いる。この移行情報を用いて、日

本国へ移行した出願を自己指定した国際出願と

して、カウントする。 

具体的には、表３の①～③の検索項目を用いる。

（*=http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp） 
 
【表 3】調査に用いる検索項目名 

目的 検索項目(入力) 

①優先権主張年 Priority Date(2004*) 

② 優先権主張国 Priority Country(JP) 

③指定国への移行

情報 

NatioanalPhase Country(JP)

 

（２）日本を自己指定した国際出願の検索 

具体的に下記の問いを、検索を検討する。 

 
 

 

 

 

（ア）まず、２００４年の日本出願を基礎とし

た国際出願数を検索する。 

 

検索式＝①×②＝２３３４２件 

が、ヒットした。 

 
（イ）次に、（ア）の２３３４２件に対して、

日本を指定国として移行した件数を、検索する。 

 

検索式＝①×②×③＝１０２５７件 

が、ヒットした。 

 
（ウ）２００４年の日本出願を基礎とした国際出

願２３３４２件の内、日本国を指定国として移行

した件数が、１０２５７件であり、この割合は、

以下の通りである。 

 

  １０２５７ 

２３３４２ 

 

国際出願のうち、約４０％が自己指定した割合

になる。同様に、他の出願年を調べた。** 

結果は、以下の通りである（表４）。 

 
【表４】日本の国際出願における自己指定の割合 

日本出願年 2004 2005 2006 2007

日本出願を基礎

とした国際出願
23342 24978 25074 26424

日本への移行 10257 10828 9500 9756

自己指定の割合 43.9% 43.4% 37.9% 36.9%

 (**=移行可能期間の３０月を考慮すると、移行手続き

が終了の出願年は、２００７年と考えられる。) 

 

（３）他国の自己指定の割合 

日本と比較する為、米国についても行った。結果

は、以下の通りである（表５）。 
【表５】米国の国際出願における自己指定の割合 
米国出願年 2004 2005 2006 2007

米国出願を基礎

とした国際出願
61493 54872 60825 64353

米国への移行 10797 10022 11529 11126

自己指定の割合 17.6% 18.3% 18.9% 17.3%

 
以上のように、自己指定する国際出願は、日本出

願を基礎とした国際出願２万件のうち、１万件前後で

【問１】
２００４年の日本出願を基礎とした国際出
願のうち、自己指定の件数とその割合は？ 

＝４３．９％ 
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あり、国際出願における割合が、約４０％であった

(200４～2007 年)。 （残りの約６０％は、自己指定せ

ずに別途国内出願する割合、ということになる。）  

そして、これらの日本出願全体に対する割合は、

約２．５％（日本出願 2007 年分（６．７％(表２)×37％

(表４)＝２．５％））になる。 
 
また、日本出願の国際出願に対する自己指定の割

合は、約４０％で、これは米国の１８％程度と比べ高

い値であり、日本の出願人は、自己指定を良く利用

していることになる。 
その理由としては、日本は自己指定することで国

内優先出願扱いになることや、出願管理の簡便性若

しくは審査請求費用の削減等が、考えられる。 
一方では国内出願の権利化は移行手続きにより

遅くなる傾向がある。 
尚、自己指定の割合が減少傾向にあるのは、この

点が背景にあるものとも考えられる。 

 
尚、米国では、国際出願に対する自己指定割合が

平均１８％でこれは日本と比較するとかなり低い値で

ある。その理由としては、米国には、国内優先権制度

や審査請求制度も無いことから、国内出願した方が

早期に権利化が可能と考えられる。 
 

（４）自己指定した国際出願の発明分野毎の件数 

下記に、2007 年出願の日本移行した 9756 件を

IPC 分類ごとの件数を示した（上位１１位まで、図２）。 

 

 

【図 2】2007 年自己指定無しの国際出願の IPC 分類 
（ｐａｔｅｎｔｓｃｏｐｅの分析システムによる。） 

 

（５）自己指定無し国際出願の発明分野毎の件数 

下記に、2007 年の日本の自己指定無しの国際出

願 16668 件(26424-9576 件=16668 件（別途国内出願

した推定される。）)を IPC分類ごとの件数を示した（上

位１１位まで、図３）。 
 

 
【図３】2007 年日本(自己指定無)国際出願の IPC 分類 
（同上） 
 

以上のように、自己指定する出願若しくは、自己指

定無しの出願の２種類を技術分野毎の傾向を調べる

為、国際特許分類（ＩＰＣ）別に分類別にした（図２，

３）。 
まず、両方を通じて、Ｈ０１Ｌ(半導体装置)サブクラ

スが、首位にある。これは、出願件数の大きな分野で

あり、自己指定の有無による傾向の違いは無いようで

ある。 

そして自己指定する出願では、Ａ６１Ｋ(医薬等組

成)、Ａ６１Ｐ(医薬品等組成の治療)、Ｃ０７Ｄ(複素環

化合物)、Ｃ１２Ｎ(遺伝子工学)等サブクラスが、上位

に含まれていた。これらは医薬品に関連する発明で

あり、自己指定をする傾向が高い理由としては、医薬

品は全世界各国へ広範囲に出願する可能性が高い

ことから、出願管理の点から日本も自己指定扱いす

る傾向が高いと考えられる。 
 
３．直接の国際出願→指定国：日本への移行出願 
自己指定による場合の他に、直接の国際出願→

日本国移行のケースがある。その動きを調べた。 
 
（１）検索項目 
 検索項目は、表８の４つを用いる。 
 

【表 8】検索に用いる検索項目 
検索目的 検索項目名(入力) 

①国際出願年 application Date(2005*) 

②日本受理官庁 application number(PCT/JP*)

③指定移行国 NatioanalPhase Country(JP) 

④優先権主張国 Priority Country (JP) 

 
具体的に下記の問いを、検索を検討する。 
 
 
 
 

【問２：】
２００５年に日本国受理官庁へ国際出願した
後、日本国へ移行した件数は？ 
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（ア）まず日本国を受理官庁として、パリ優先

権主張無しで国際出願された件数を調べる。 
 
検索式＝①×②NOT④＝２８０７件 
が、ヒットした。 

(NOT④により優先権主張を有する出願を除く。) 
 
（イ）次に、上記の２８０７件から日本国へ移行した

件数を調べる。 
 

検索式＝①×②×③ NOT ④＝１８６５件 
が、ヒットした。 

 
これが直接国際出願され、日本国へ移行した件数

である。 
（ウ）同様に、2004、２００６～２００７年を調べた 

（表９）。  
 

【表９】直接国際出願からの日本国移行した出願 
国際出願年 2004 2005 2006 2007

日本受理官庁

(ＰＲ：ＪＰ除) 
2408 2807 3361 4170

日本への移行 1634 1865 2048 2663

 

以上のように、直接国際出願された後日本へ移行

する出願が、平均２０００件前後あった。 
これを自己指定分の１万件（表４）と合計すると、日本

での出願でありながら出願公開されずに、再公表(公
表)の件数は、約１．２万件／年になる。 

 

（２）直接の国際出願の発明分野毎の件数 

下記に、2007 年日本受理官庁への出願４１７０件

の IPC 分類件数を示した（上位１１位まで、図４）。 

 

 
【図４】2007 年直接国際出願の IPC 分類 
（同上） 

 
以上のように、直接国際出願の技術分野では、Ｇ０

６Ｆ（電気的デジタルデータ処理）サブクラスはが多い

（図４）。Ｈ０１Ｌ（半導体装置）が次いている。Ｇ、Ｈセ

クションがほぼ上位を占めている。このように物理・電

気系分野が直接国際出願をする理由は、医薬品等

発明のように基礎出願後に実施例を追加することは

少なく、発明完成と同時に外国出願を念頭にいれた

国際出願がし易いものと考えられる。 
 
４．まとめ 

以上のように日本では、近年、国際出願が積極的

に用いられ、欧米諸国とは異なり、増加傾向にあっ

た。 
そして自己指定は、全体的には減少傾向にあるよ

うであるが、技術分野毎に特徴的に利用されているこ

とが確認された。 
今後更なる国際化が進む中で、益々国際出願は

重要となり、多岐な利用方法が活発化するものと考え

られる。 
また日本国内では、早期審査等が増加しており、

公表前に審査が進行している出願も増える可能性が

ある。早期に国際出願特に、自己指定された国際出

願等の確認が大切になっていくと考えられる。 
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